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１．前提 

表記補助金を申請するには、市の特定創業支援等事業の証明を取得することが条件になっています。 

この証明を取得するには、当所の創業スクールの受講を完了したことが分かる修了証が必要となります。 

なお、当補助金の支援計画書について、当所以外の窓口で発行してもらう場合は、下記条件等は該当され 

ませんのでご注意ください。 

 

２．創業スクールの修了証を取得するための必要条件 

  下記条件をすべて満たしていただく必要があります。 

   ① １０月 ９日（木）２３時５９分までに申込みが完了していること 

    （→申込が確認できたら、１０日午前９時頃までに請求メールをお送りいたします） 

   ② １０月１０日（金）午前中までに支払が完了していること。 

    （→支払が完了出来たら、１０日午後までに受講案内メールをお送りいたします） 

   ③ １１月 ９日（日）２３時５９分までに全６回の受講が完了し、レポートを提出していること。 

    （→これらすべての条件を満たす場合、１１月１０日に修了証を発行いたします。基本的には郵送で 

発送しておりますが、時間的余裕がないことから、直接宮崎商工会議所の窓口に取りに来てただ 

くことをお勧めいたします。(要事前予約)） 

 

３．宮崎市特定創業支援等事業の証明書を取得するための必要条件 

   ④ １１月１１日（火）午前までに、宮崎市産業政策課の窓口にて、直接、申請手続きをすること。 

    （→市の窓口で申請後、証明書が発行されるまでに約１週間かかります） 

   ⑤ 市担当からの連絡後、市窓口にて、直接、証明書を受け取ること。 

 

４．創業スクールの申込から修了証発行、補助金申請等に係る主な流れ 

１）受講希望者が、申込フォームより申込む 

２）事務局から、メールで請求書が届く 

３）受講希望者が、請求書のとおり支払う 

４）事務局から、メールで受講 URL が届く 

５）受講者が、動画を視聴し、全６回のレポートを提出する 

６）事前予約の上、商工会議所窓口にて修了証を受け取る。（直接来所することが難しい場合は郵送等にて発行） 

７）受講者が、修了証を持って市産業政策課の窓口に行き、証明書の申請手続きを行う 

８）受講完了後、１１月１８日（火）までに、宮崎商工会議所窓口にて支援計画書の発行を依頼する 

  （修了証発行前であっても受講完了している場合は取得見込みであるとして、支援計画書を発行する予定） 

９）市から連絡があった後、受講者が、市の窓口にて証明書を受領する 

１０）受講者が、証明書・支援計画書を添付し、表記補助金の申請を行う（１１月２８日（金）１７時迄） 

 

  ●持続化補助金（創業型）の公式サイトＵＲＬ 

   https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/ 

 

  以上 

https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/

